
【資料２】 令和5年度不正防止計画 令和5年6月
立正大学不正防止推進委員会

立正大学における公的研
究費の不正防止に関する

基本方針
不正発生要因および改善が必要と思われる事項 R05年度計画

計画実施
責任主体

具体的な取り組み（案）

１．機関内における責任
体系の明確化

本学が公的研究費を適正
に運営・管理を行うため責
任体系を明確化する。責
任者は不正防止対策を積
極的に推進し、学内外に
責任を持つ。そのための
役割、責任の所在・範囲と
権限を明確化し、責任体
系を学内外に周知・公表
をする。

最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責
任者の具体的な役割、実施すべき事項が明確になっていな
い。

最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進
責任者それぞれの役割や実施すべき事項を明確にしたう
えで、不正防止推進委員会においてその状況を評価する。

不正防止推進委
員会

「立正大学における公的研究費の不正防止に関する基本
方針」にて「1．責任体系の明確化」の項に各責任者の役割
を明記する。

①説明会に参加できない教員に対するフォローができていな
い。

公的研究費に関する説明会を定期的に開催するとともに、
欠席者へのフォローを強化し、コンプライアンス意識と理解
度を向上させる。

研究推進・地域
連携課

・公的研究費に関わる者へピンポイントで連絡し、参加を徹
底させたうえ、欠席者へは別途オンデマンド視聴を行うよう
催促を行う。

②文科省補助事業に携わる者など一部誓約書を徴していな
い事例が見られる

公的研究費に関わる全ての教職員へ誓約書の提出を徹底
させ、コンプライアンス意識を向上させる。

研究推進・地域
連携課

・提出を義務とし、リストで管理を行う。未提出者にはメール
や面談を行い、強く提出を催促する。
・提出頻度を検討し明確化し管理方法の検討を行う。

③通報者保護の観点から、通報窓口を第三者機関に設置す
ることが望ましいとされているが、第三者機関に設置されてい
ない。

通報窓口を第三者機関に設置することについての検討を
行う。

不正防止推進委
員会

・不正防止推進委員会で通報窓口を第三者機関に設置す
ることについての検討を行う。

３．不正を発生させる要因
の把握と不正防止計画の
策定・実施

関係者の自主的な取組を
喚起し、不正の発生を防
止する。不正を発生させる
要因を把握し、具体的な
不正防止計画を策定・実
施する。

不正発生要因の把握を日常業務の中で各部局単位で行って
おり、部局横断的な共有がなされていない。

公的研究費に関するイレギュラー案件や個別対応案件を
記録し、関係部局で共有する。

研究推進・地域
連携課
経理課

・公的研究費に関するイレギュラー案件や個別対応案件を
記録し、関連部局で共有する。これまでは都度相談・共有
を行っていたが、定期的な共有の場を設け意識の向上を図
る。

①定期的な予算執行状況の確認と適正な予算執行のための
コンサルティング機能が十分となっておらず、予算執行が研
究期間終了直前に偏ることで、必要性の低い物品の購入や
預け金などに繋がる恐れがある。

定期的に予算執行状況を確認し、遅滞が認められた場合
は研究者にヒアリングを行うなど、適切な予算執行の維持・
向上に努める。
年度末の支出が集中することによるミスの発生等を防ぐた
めの施策等を検討する。

研究推進・地域
連携課
経理課

・研究推進・地域連携課においては従来通りの方法で充分
であったかを検証し、執行催促のルール化、面談方法を検
討する。
・年度末の支出が集中することを防ぐため、経理処理可能
時期等を設定し、周知・徹底をする。

②原則事務発注とされているが、研究者による発注に対して
も経費の執行を認めており、その場合のルールが明確に定
まっていない。

研究者による発注を行う場合のルールを明確化し、適切な
予算執行が行われるよう管理する。
また、発注の効率性、事務負担軽減および不正防止の観
点から、コーポレートカードの有効性についての検討を行
う。

研究推進・地域
連携課
経理課

・備品以外の物品等の支出についても明確なルールを定
める必要がある。
・引き続き他大学の導入実績や業者の選定を行うなど、
コーポレートカード導入を検討する。

③検収が単一の部署（研究推進・地域連携課）で完結してお
り、他部署によるモニタリングが行われていない。

検収作業は単一の部署に偏らせず、双方向からのモニタリ
ングを行える体制を整備する。

研究推進・地域
連携課
経理課

・検収を行う部署が研究推進・地域連携課に偏ってしまって
いるため、研究推進・地域連携課のみで検収が行われない
体制について検討する。

２．適正な運営・管理の基
盤となる環境の整備

不正に対して十分な抑止
機能を備えた環境・体制
の構築を図る。不正が行
われる可能性が常にある
という前提の下で、十分な
抑止機能を備えた環境・
体制を構築し、不正を誘
発する要因を除去する。

４．公的研究費の適切な
運営・管理

不正防止計画を踏まえ、
適正な予算執行を行う。
第三者からの実効性のあ
るチェックが効くシステム
を作り管理し、業者との癒
着の発生を防止するととも
に、不正につながりうる問
題を捉える。
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立正大学における公的研
究費の不正防止に関する

基本方針
不正発生要因および改善が必要と思われる事項 R05年度計画

計画実施
責任主体

具体的な取り組み（案）

④重複受給やカラ出張等を抑止する対策が十分でない。
重複受給やカラ出張を防止するため、必要に応じて関係
者、用務先へ事実確認を行うことができる体制を整備す
る。

研究推進・地域
連携課

学部事務室での対応等についてヒアリングを行うなどして
令和5年度より実施出来るよう体制を整備していく。

⑤実態の伴わないアルバイト代の請求等への対策が十分で
ない。

アルバイト等の勤務状況を把握できる環境を整備し、不定
期の調査等を行うことができる体制を整備する。

研究推進・地域
連携課

・アルバイトの出勤状況を把握できる体制について検討す
る。
・アルバイトを雇用する際に不定期の調査を行う可能性が
ある旨を研究者に伝える。

５．情報発信・共有化の推
進

公的研究費の不正への取
組に関する本学の方針等
を外部に公表する。また、
公的研究費の使用に関す
るルール等について機関
内外からの相談を受け付
ける窓口を設置する。

６．モニタリングの在り方

不正発生の可能性を最小
にすることを目指し、全学
的な視点から実効性のあ
るモニタリング体制を整
備・実施する。また、恒常
的に組織的牽制機能の充
実・強化を図るため、不正
が発生するリスクに対して
重点的かつ機動的な監査
を実施する。

４．公的研究費の適切な
運営・管理

不正防止計画を踏まえ、
適正な予算執行を行う。
第三者からの実効性のあ
るチェックが効くシステム
を作り管理し、業者との癒
着の発生を防止するととも
に、不正につながりうる問
題を捉える。


